
議第７５号 

   呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基 

   準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基 

   準等を定める条例の一部を改正する条例 

 呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２８年呉市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) ～(10) 略 (1) ～(10) 略 

(11)指定障害福祉サービス等費用基準額

 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該指定障害福祉サー

ビス等に要した費用（特定費用（法第

２９条第１項に規定する特定費用をい

う。以下同じ。）を除く。）の額を超

えるときは，当該現に指定障害福祉サ

ービス等に要した費用の額）をいう。 

(11)指定障害福祉サービス等費用基準額

 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項に規定する主務大臣が定

める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該指定障害福祉サービス

等に要した費用（特定費用（法第２９

条第１項に規定する特定費用をいう。

以下同じ。）を除く。）の額を超える

ときは，当該現に指定障害福祉サービ

ス等に要した費用の額）をいう。 

(12)利用者負担額 指定障害福祉サービ

ス等費用基準額から当該指定障害福祉

サービス等につき支給された介護給付

費又は訓練等給付費の額を控除して得

た額及び障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号）第４２

条の２によって読み替えられた法第５

８条第３項第１号に規定する指定療養

介護医療（以下「指定療養介護医療」

という。）につき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算

(12)利用者負担額 指定障害福祉サービ

ス等費用基準額から当該指定障害福祉

サービス等につき支給された介護給付

費又は訓練等給付費の額を控除して得

た額及び障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号）第４２

条の２によって読み替えられた法第５

８条第３項第１号に規定する指定療養

介護医療（以下「指定療養介護医療」

という。）につき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算



定した額又は法第７０条第２項におい

て準用する法第５８条第４項に規定す

る厚生労働大臣の定めるところにより

算定した額から当該指定療養介護医療

につき支給すべき療養介護医療費を控

除して得た額の合計額をいう。 

定した額又は法第７０条第２項におい

て準用する法第５８条第４項に規定す

る主務大臣の定めるところにより算定

した額から当該指定療養介護医療につ

き支給すべき療養介護医療費を控除し

て得た額の合計額をいう。 

(13)～(17) 略 (13)～(17) 略 

２ 略 ２ 略 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第５６条 略 第５６条 略 

２ 指定療養介護事業者は，法定代理受領

を行わない指定療養介護を提供した際

は，支給決定障害者から当該指定療養介

護に係る指定障害福祉サービス等費用基

準額及び指定療養介護医療につき健康保

険の療養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した額又は法第７０条第２

項において準用する法第５８条第４項に

規定する厚生労働大臣の定めるところに

より算定した額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定療養介護事業者は，法定代理受領

を行わない指定療養介護を提供した際

は，支給決定障害者から当該指定療養介

護に係る指定障害福祉サービス等費用基

準額及び指定療養介護医療につき健康保

険の療養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した額又は法第７０条第２

項において準用する法第５８条第４項に

規定する主務大臣の定めるところにより

算定した額の支払を受けるものとする。 

３～５ 略 ３～５ 略 

（利用者負担額に係る管理） （利用者負担額に係る管理） 

第５７条 指定療養介護事業者は，支給決

定障害者が同一の月に当該指定療養介護

事業者が提供する指定療養介護及び他の

指定障害福祉サービス等を受けたとき

は，当該指定療養介護及び他の指定障害

福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額及び指定療養介護医療につき健康保険

の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第７０条第２項

において準用する法第５８条第４項に規

定する厚生労働大臣の定めるところによ

り算定した額から当該指定療養介護医療

につき支給すべき療養介護医療費の額を

控除して得た額の合計額（以下この条に

おいて「利用者負担額等合計額」とい

う。）を算定しなければならない。この

場合において，当該指定療養介護事業者

第５７条 指定療養介護事業者は，支給決

定障害者が同一の月に当該指定療養介護

事業者が提供する指定療養介護及び他の

指定障害福祉サービス等を受けたとき

は，当該指定療養介護及び他の指定障害

福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額及び指定療養介護医療につき健康保険

の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第７０条第２項

において準用する法第５８条第４項に規

定する主務大臣の定めるところにより算

定した額から当該指定療養介護医療につ

き支給すべき療養介護医療費の額を控除

して得た額の合計額（以下この条におい

て「利用者負担額等合計額」という。）

を算定しなければならない。この場合に

おいて，当該指定療養介護事業者は，利



は，利用者負担額等合計額を市町村に報

告するとともに，当該支給決定障害者及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提

供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

用者負担額等合計額を市町村に報告する

とともに，当該支給決定障害者及び当該

他の指定障害福祉サービス等を提供した

指定障害福祉サービス事業者等に通知し

なければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１７９条 指定共同生活援助の事業を行

う者（以下「指定共同生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以

下 「 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 」 と い

う。）に置くべき従業者及びその員数

は，次のとおりとする。 

第１７９条 指定共同生活援助の事業を行

う者（以下「指定共同生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以

下 「 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 」 と い

う。）に置くべき従業者及びその員数

は，次のとおりとする。 

(1)  略  (1)  略  

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業

所ごとに，常勤換算方法で，次のアか

らエまでに掲げる数の合計数以上 

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業

所ごとに，常勤換算方法で，次のアか

らエまでに掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関す

る省令（平成２６年厚生労働省令第

５号。以下「区分省令」という。）

第１条第４号に規定する区分３に該

当する利用者の数を９で除した数 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関す

る命令（平成２６年厚生労働省令第

５号。以下「区分命令」という。）

第１条第４号に規定する区分３に該

当する利用者の数を９で除した数 

イ  区分省令第１条第５号に規定する

区分４に該当する利用者の数を６で

除した数 

イ  区分命令第１条第５号に規定する

区分４に該当する利用者の数を６で

除した数 

ウ  区分省令第１条第６号に規定する

区分５に該当する利用者の数を４で

除した数 

ウ  区分命令第１条第６号に規定する

区分５に該当する利用者の数を４で

除した数 

エ  区分省令第１条第７号に規定する

区分６に該当する利用者の数を２．

５で除した数 

エ  区分命令第１条第７号に規定する

区分６に該当する利用者の数を２．

５で除した数 

(3)  略 (3)  略 

２・３ 略 ２・３ 略 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９４条の４ 日中サービス支援型指定

共同生活援助事業者が当該事業を行う事

業所（以下「日中サービス支援型指定共

同生活援助事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

第１９４条の４ 日中サービス支援型指定

共同生活援助事業者が当該事業を行う事

業所（以下「日中サービス支援型指定共

同生活援助事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 



(1)  略  (1)  略  

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯

以外の時間帯における日中サービス支

援型指定共同生活援助の提供に当たる

生活支援員の総数は，日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所ごとに，

常勤換算方法で，次のアからエまでに

掲げる数の合計数以上 

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯

以外の時間帯における日中サービス支

援型指定共同生活援助の提供に当たる

生活支援員の総数は，日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所ごとに，

常勤換算方法で，次のアからエまでに

掲げる数の合計数以上 

ア  区分省令第１条第４号に規定する

区分３に該当する利用者の数を９で

除した数 

ア  区分命令第１条第４号に規定する

区分３に該当する利用者の数を９で

除した数 

イ  区分省令第１条第５号に規定する

区分４に該当する利用者の数を６で

除した数 

イ  区分命令第１条第５号に規定する

区分４に該当する利用者の数を６で

除した数 

ウ  区分省令第１条第６号に規定する

区分５に該当する利用者の数を４で

除した数 

ウ  区分命令第１条第６号に規定する

区分５に該当する利用者の数を４で

除した数 

エ  区分省令第１条第７号に規定する

区分６に該当する利用者の数を２．

５で除した数 

エ  区分命令第１条第７号に規定する

区分６に該当する利用者の数を２．

５で除した数 

(3)  略 (3)  略 

２～５ 略 ２～５ 略 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要

の規定の整理をするため，この条例案を提出する。 


